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新型インフルエンザ情報（２０１０年１１月） 

新型インフルエンザの流行状況に関する情報を以下の通りお知らせします。 

なお、以下の情報は外務省のＨＰ「海外安全ホームページ」にも掲載されています。 

（感染症広域情報） 

～感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、 

家禽類や野鳥類への接触は避けてください。～ 

１．最近の流行状況 

２００３年１１月以来、アジア、欧州、中東、アフリカなどの広い地域において高

病原性鳥インフルエンザ（H5N1 型)が発生しています。現在も引き続き、世界各地

でトリからトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意

ください。最近の感染状況は以下のとおりです。 

 

（１）ヒトへの H5N1 型鳥インフルエンザ感染状況 

2010 年 3 月 8 日以降、世界保健機関（WHO）は、エジプト（カルユービーヤ県，カ

フルエルシェイク県，ダミエッタ県，ベニスエフ県，ファイユーム県、カイロ県）

において 8 人が感染（6 人死亡）、インドネシア（東ジャワ州，リアウ州，ジャカ

ルタ特別州，中部ジャワ州，バンテン州，西ジャワ州）において 7 人が感染（6 人

死亡）、ベトナム（ハノイ，ビンズォン省、バックカン省）において 4 人が感染（1

人死亡），中国（湖北省）において 1 人が感染（1 人死亡），カンボジア（プレイ

ベーン県）において 1 人が感染（1 人死亡），及び香港において 1 人が感染したこと

が確認された旨発表しました。 

 

２００３年以降でヒトへの感染が確認されている国は、以下のとおりです。 

（２０１０年１１月１９日現在：出典 WHO）  

インドネシア 感染者数 170 人（うち、141 人死亡） 

ベトナム 感染者数 119 人（うち、 59 人死亡） 

エジプト 感染者数 112 人（うち、 36 人死亡） 

中国 感染者数  40 人（うち、 26 人死亡） 

タイ 感染者数  25 人（うち、 17 人死亡） 

カンボジア 感染者数  10 人（うち、  8 人死亡） 

アゼルバイジャ

ン 
感染者数  8 人（うち、  5 人死亡） 

トルコ 感染者数  12 人（うち、  4 人死亡） 

イラク 感染者数  3 人（うち、  2 人死亡） 

ラオス 感染者数  2 人（うち、  2 人死亡） 

パキスタン 感染者数  3 人（うち、  1 人死亡） 

ナイジェリア 感染者数  1 人（うち、  1 人死亡） 



バングラデシュ 感染者数  1 人（うち、  0 人死亡） 

ミャンマー 感染者数  1 人（うち、  0 人死亡） 

ジブチ 感染者数  1 人（うち、  0 人死亡） 

計１５か国 感染者数 508 人（うち、 302 人死亡） 

（２）トリへの H5N1 型鳥インフルエンザ感染状況 

国際獣疫事務局（OIE）は、2010 年 3 月 8 日以降、バングラデシュ，ブータン，ブ

ルガリア，カンボジア，中国，香港，インド，イスラエル，ネパール，ルーマニア，

ロシア，ベトナムにおいて、トリへの H5N1 型鳥インフルエンザの感染が確認され

た旨発表しました。また，我が国環境省は，２０１０年１０月２６日，北海道にお

いて野鳥から H5N1 型鳥インフルエンザウイルスが検出された旨発表しています。  

現在までに、H5N1 型鳥インフルエンザの発生が確認されている国・地域（６３か

国・地域）は以下のとおりです。 

 

アジア(17)： ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾌﾞｰﾀﾝ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ﾀｲ、韓国､中国、香港、日本、 ﾈﾊﾟ

ｰﾙ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾗｵｽ 

欧州(26)： ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｲﾀﾘｱ、ｳｸﾗｲﾅ、英国、ｵｰｽﾄﾘｱ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、 ｷﾞﾘｼｬ、

ｸﾞﾙｼﾞｱ、ｸﾛｱﾁｱ、ｽｲｽ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、ｽﾍﾟｲﾝ、ｽﾛﾍﾞﾆｱ、ｽﾛﾊﾞｷｱ、 ｾﾙﾋﾞｱ、ﾁｪｺ、ﾃﾞﾝﾏｰｸ、ﾄﾞ

ｲﾂ、ﾊﾝｶﾞﾘｰ、ﾌﾗﾝｽ、ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ、 ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾙｰﾏﾆｱ、ﾛｼｱ 

中東(9)： ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ、ｲｽﾗｴﾙ、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ自治区、ｲﾗｸ、ｲﾗﾝ、ｸｳｪｰﾄ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、 ﾄﾙｺ、

ﾖﾙﾀﾞﾝ 

アフリカ(11)： ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｶﾞｰﾅ、ｶﾒﾙｰﾝ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ｼﾞﾌﾞﾁ、ｽｰﾀﾞﾝ、ﾄｰｺﾞ、ﾅｲｼﾞｪﾘ

ｱ、 ﾆｼﾞｪｰﾙ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ﾍﾞﾅﾝ 

２．感染地域でトリに接触した日本人が、発熱や咳症状を発症して帰国した事例

（結果的には H5N1 型ウイルスに感染していなかった。）も確認されていますので、

鳥インフルエンザの発生国・地域では不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛

生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合に

は、検疫所の健康相談室にお申し出ください。帰宅後に同様の症状が現れた場合に

は、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。 

その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥インフルエ

ンザに関するＱ＆Ａ」を御参照ください。  

３．各国・地域におけるヒトへの感染状況等の詳細については、以下を始めとする

各在外公館のホームページを御参照ください。 

 

在インドネシア日本国大使館： 

http://www.id.emb-japan.go.jp/osh_bflu_idjky.html 

在ベトナム日本国大使館： 

http://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html 

在エジプト日本国大使館： 

http://www.eg.emb-japan.go.jp/j/consulate/birdflu/index.htm 

在中国日本国大使館： 

http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/birdflu_top_j.htm 

http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html
http://www.id.emb-japan.go.jp/osh_bflu_idjky.html
http://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html
http://www.eg.emb-japan.go.jp/j/consulate/birdflu/index.htm
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/birdflu_top_j.htm


（問い合わせ先） 

○外務省領事局政策課 

電話：（代表）０３ー３５８０ー３３１１（内線）２８５０ 

 

○外務省領事サービスセンター（海外安全担当） 

電話：（代表）０３ー３５８０ー３３１１（内線）２９０２ 

 

○外務省海外安全ホームページ： 

http://www.anzen.mofa.go.jp 

http://www.anzen.mofa.go.jp/i/（携帯版） 

 

http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

